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「細則３－３ 非常用発電設備の遠隔制御等を行う一般取扱所の自主保安基準」の解説 

 

平成 11 年国通知及び令和５年国通知により、ＮＡＳ電池及び第四類の危険物のみを取り扱う蓄

電池設備を設置する一般取扱所における危険物取扱者等の取り扱いについて示されました。 

当該通知を受け、当庁では非常用発電設備の遠隔制御等に係る運用基準を定めました。当該運用

基準により、非常用発電設備の遠隔制御等を行う一般取扱所は、非常用発電設備の遠隔制御等に係

る基準である細則３－３を定める必要があります。 

関係通知：【平成 11.６.２消防危 53】【Ｒ５.９.19消防危 251】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用発電設備の遠隔制御等を行

う場所を記載してください。 

施設の実態に応じて変更、削除して

ください。また、特記すべき事項があ

る場合、追加で記載してください。 

⑴から⑹は非常用発電設備の遠隔

制御等を行う場合の指導事項です。 

非常用発電設備が設置されている

建物内や同一敷地内の隣接する建物

内等は「非常用発電設備の所在する場

所以外の場所」に該当しません。 


